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第 1 確かな絆をすべての子どもに 

１．はじめに 

児童相談所が、虐待を受けていた子どもを一時保護所に保護したというニュースを耳に

したことがあるだろう。しかし、子どもの安全確保のための一時保護は、支援の始まりに

過ぎない。保護をした時点から児童相談所では、家庭や虐待の状況などを調査して、援助

方針に基づき、保護者への指導や場合によっては子どもの里親委託や施設入所などの措置

をとりつつ、親子の再統合を目指した支援を行う。日夜を問わず通告や相談が寄せられる

中、児童福祉司や児童心理司たちは親子への援助と家庭環境調整などを通じて、子どもの

権利と利益を護るために最善となる選択肢を追求している。 

現在、全国 210か所に設置された児童相談所が家庭への相談支援を行っているが、一時

保護などの緊急対応と比べて里親委託の取組などは国民には見えにくい。里親制度の理念

や仕組みが理解しづらいことも身近に感じられない要因の一つとして挙げられよう。 

この報告書では、児童相談所における里親委託と特別養子縁組の推進状況に焦点を当て

て取りまとめ、両制度の普及活動や地域でのネットワークづくり、里親支援のための取組

などを紹介している。社会的養護の下にある子どもを「みんなで育む」という理念が、広

がっていくことを願うものである。 

２．子どもへの相談支援と家庭養護の推進状況 

（１）報告書作成の背景 

我が国の児童相談所では、子どもの知的・発達障害などに関する相談をはじめ児童虐

待や保護者の死亡・失踪などに伴う養護相談、育児・しつけ、非行問題など子どもに関

する様々な相談支援を行っている。このような相談への対応件数は、平成 20年度から増

加に転じ、28年度には 457千件に上った。このうち児童虐待相談の対応件数は 122千件

と 10年間で３倍以上となっている。 

また、保護者の死亡・失踪や警察からの通告などを受け、安全確保のために児童相談

所が一時保護した子どもの数も年々増加して平成 28 年度は 40,387 人となり、このうち

半数の 20,175人が虐待を理由としたものであった。さらに、一時保護した子どもへの 

支援状況をみると表１のとお 

り 21,359人が児童相談所の 

指導下などにある家庭へ帰宅 

している一方、8,495人が児 

童福祉施設入所となり 1,369 

人が里親委託されている。 

 

 

 

 

その他
保護後
の支援 帰宅

児童福
祉施設

里親
委託

他機関
移送

(18.1)

40,387 21,359 8,495 1,369 1,842 7,322

(100.0) (52.9) (21.0) (3.4) (4.6)

表１ 一時保護した児童への支援状況（平成 28年度） 

（「福祉行政報告例」厚生労働省 単位：人、％） 
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我が国では、保護者の死亡・失踪や虐待などにより生まれた家庭で暮らすことのでき

なくなった子どもなどを公的に養育・保護しており、平成 28年度末時点で表２のとおり

44,585人の子どもが社会的養護を受けている。 

 

 

 

 

 

 

 

現在、我が国では、社会的養護の下にある子どもの多くが乳児院や児童養護施設など

の施設1 で養護を受けている。施設で生活する子どもたちは、親子で食卓の「わが家の

味」を囲むなど、家庭生活では当たり前とされることができないこともある。専門スタ

ッフが子どもの養育に当たっているが、人員体制などの面から特定の大人との間で安定

した人間関係を形成していくことが難しいケースもある。 

このため、厚生労働省では、子どもに家庭と同様の養育環境を提供する里親とファミ

リーホーム2 の充実に向けた環境 

整備に力を入れている。我が国の 

里親等委託率3 は図１のように右 

肩上がりに上昇しているものの、 

平成 28年度末で 18.3％と依然低 

水準に留まっている。このため、 

乳幼児期などの子どもにおける家 

庭養育の重要性に鑑み、平成 28年 

の児童福祉法改正により、里親委 

託や養子縁組などの家庭養育（次ページの表３参照）を優先して検討することを法律上 

も明記した。この改正を受けて、家庭養育優先の理念などを具体化するため、平成 29年 

8月に有識者による検討会議で「新しい社会的養育ビジョン」が提示された。  

 

 

 

 

 

                                            
1 乳児院は、保護者の養育を受けられない０歳から２歳を中心とした乳幼児を養育する施設である。児童養

護施設は、原則 18 歳までの児童を対象とし、児童の心身の健やかな成長とその自立を支援する。 
2 平成 21年度から「小規模住居型児童養育事業」として実施されており、養育者の住居において補助者とと

もに定員５～６人の児童を養育する。 
3 養育を受ける児童数に基づき（里親＋ファミリーホーム）/（乳児院＋児童養護施設＋里親＋ファミリーホ

ーム）で算出する。 

 

(%) 

(年度末) 

図１ 里親等委託率の年次推移 

平成 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

 

表２ 社会的養護の状況（平成 28年度末） （単位：人） 

（「社会的養育の推進に向けて」厚生労働省子ども家庭局（平成 29年 12月）より） 
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（２）報告書の目的と調査先 

今回、里親委託と特別養子縁組を一層、推進するための手掛かりを得るため、表４の 

とおり愛知県、静岡市及び福岡市の児童相談所を調査先として各担当者などにヒアリン

グを行った。また、合わせて現地で連携し、関連事業などを受託しているＮＰＯ法人を

同様に訪問した。 

愛知県の児童相談 

所では、妊娠中から 

相談を受け、出産直 

後から特別養子縁組 

を行う4 取組に関し、 

先駆的な実績を有し 

ている。また、静岡 

市、福岡市において 

は全国トップ水準の 

里親等委託率を達成 

している。 

 

 

３．調査の結果 

  調査先の児童相談所及びＮＰＯ法人の担当者などが、これまで市民と接したり、実親や

里親などとの関係づくりを通じて得た気づき及び業務の中で課題解決のため工夫してい

る点などを報告する。 

                                            
4 特別養子縁組は、実親の同意の下、養親になることを希望する者が請求し、家庭裁判所が子どもを６か月

以上監護した状況を考慮して認められれば成立する。 

養子縁組制度 里親制度
（養育里親の場合）特別養子縁組 普通養子縁組

養育の
永続性

永続的な家庭養護（家庭裁判所
の審判により離縁できるが、
養親は請求不可）

養親と養子の同意により
離縁できる。

18歳まで(20歳まで延長可）に
実家庭への復帰、または自立

子ども
の年齢

原則、６歳未満 年齢制限なし（養親より年下） 原則として18歳まで

実親と
の関係

実親との法的な親子関係は終了
する。

実親との法的な親子関係は
終了しない。

（実親との親子関係は継続
する）

成立
条件

実親同意の下、養親の請求に対し
家庭裁判所の決定により成立

養親と養子の同意により成立 児童相談所からの委託

戸籍上
の表記

実親の名前は記載されず、養子の
続柄は「長男・長女」等と記載

実親の名前が記載され、養子
の続柄は「養子・養女」と記載

（実親の戸籍のままで変更
なし）

      

 

表４ ヒアリング訪問した調査先 

表３ 社会的養護の下にある子どもへの選択肢としての（特別）養子縁組・里親制度 

（アフターサービス推進室作成） 
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（１） 里親委託と特別養子縁組に対する理解の促進 

  各調査先では、県民・市民に里親委託や特別養子縁組に関する以下のような点につい

ての理解を促して、制度の普及を図っていた。 

ア 里親委託や特別養子縁組は、大人の「子育てがしたい」「子どもが欲しい」という希

望を満たすための制度ではなく、社会的養護が必要な子どもの権利と利益を護るため

の制度であること 

イ 幼児期・青年期に限らず、新生児から乳児期の養育環境も極めて重要であり、健やか

な心理的な発達のために一日でも早く家庭養護を提供すること    

里親制度などに対する正しい理解を広げるため、それぞれの調査先で工夫がされてい

る。愛知県や静岡市では問い合わせを受けた里親候補者との面接において、担当者が社

会的養護の理念や考え方を丁寧に説明し、理解を促している。 

一方、福岡市では、市民のネットワークづくりに実績を有するＮＰＯ法人と共働して、

市民感覚を大切にした視点に基づき里親制度の普及啓発を進めている。堅苦しい表現で

はなく、実現したい里親制度の理念・ビジョンを市民の感受性に訴える言葉（造語）や 

 デザインに表して伝え、市民の認識やイメージを刷新 

し、市民フォーラムなどへの参加者増加などにつなげ 

ていた。 

また、乳幼児の短期 

 間の里親委託などテー 

 マを絞った身近で具体 

 的な提案として届ける 

ことにより、市民から 

「私にもできるかもし 

れない」という共感を 

得ていた。 

 このようにイメージ戦略や身近な活動として伝えることにより市民の関心を広く喚起

し、このうち問い合わせを受けた里親応募者に対して、担当者が改めて社会的養護の理

念や制度の仕組みなどの詳細を説明していた。同市においては、ＮＰＯ法人との共働に

よる取組を進めた結果、平成 28 年度末の登録里親数は 163 世帯とこの 10 年余りでほぼ

３倍になっている。 

（２）長期的な里親支援の体制づくり 

 各調査先によると、近年、支援対象となる子どもの中で虐待などによる心理的影響や 

発達障害などが認められる、関わり方の難しい子どもの割合が高くなっているという。 

里親委託においては里親子の関係の不調から委託解除を招くことは里親子の双方に大き 

なダメージとなり、最も避けたい事態である。このため、里親が孤立して里子の養育に 

関する悩みなどを一人で抱え込むことがないよう、長期にわたる支援の体制づくりがま 

すます重要となっているとのことであった。 

各調査先では、里親委託後に担当者が里親家庭を定期的に訪問し、里親と子どもの育

 
 

（市民フォーラムの開催案内（抜粋）） （乳幼児の短期里親委託を呼び 
かけるチラシ（抜粋）） 



5 

 

 

ちを分かち合うとともに相談を受けて、支援を提供している。また、虐待による心理的

影響のある子どもの増加などを踏まえて、里親へ養育スキルに関する研修を実施し、必

要に応じて児童心理司が心理的ケアの提供や「試し行動5」と問題行動の見極め、対処方

法の指導などに取り組んでいる。 

さらに、里親サロンなど交流の場を設け、里親同士がわだかまりなく家庭内の出来事

や子どもとの関わり方などを話し合い、共通の悩みの解決などにつなげている。 

静岡市では、長期的に寄り添った支援が必要となる里親支援業務全般をＮＰＯ法人に

委託する独自の体制を取っている。また、同法人では、専任者に加えて養育経験の豊富

な里親が相談員として担当の里親家庭を訪問し、身近なサポーターとして里親ネットワ

ークを支えていた。 

里親サロンについては、市内 

３か所に在る経験豊富な里親が 

自宅を会場とし周辺地区の里親 

を招く形式を取っており、参加 

した里親子が昼食を囲み、互い 

の近況や子どもの様子などを話 

し合っていた。また、子どもた 

ちも顔なじみになり、支え合え 

る仲間としての関係を築き上げていく場となっていた。 

 このように静岡市においては「みんなで育む」との理念を実践し、里親が安心して一

歩を踏み出せるような仕組みづくりを進めることにより、高水準の里親稼働率（登録里

親数のうち実際に子どもを受入れている割合）を達成している。 

（３）特別養子縁組の推進 

各調査先では、特別養子縁組を社会的養護が必要な子どもに永続的な家庭養育を提供 

し、確かな愛着関係を築くことができる制度として捉えている。近年、不妊治療に行き

詰り「子どもが欲しい」という動機からの応募者が増えているとのことで、各調査先と

も子どもの利益を最優先する社会的養護の理念に対する正しい理解を促した上で、慎重

に養子縁組を前提とした里親の認定登録を進めていた。 

愛知県では、予期しない妊娠などで親が育てることができない場合、妊娠中から相談 

を受け、特別養子縁組のための新生児の里親委託を行う「新生児里親委託6」に先駆的に

取り組んでいる。この取組により、新生児の養育放棄や遺棄事件7 を防止する効果も期

                                            
5 子どもが、新しい環境の中で赤ちゃん返りなど理解しがたい言動をすることがあり、「この養育者が本当に

自分を受け入れてくれるのか」確認しているかのように見えることから、一般的に「試し行動」と呼ばれる。 
6 平成 23 年３月に厚生労働省からの通知「里親委託ガイドライン」において「新生児里親委託の実際例につ

いて（愛知県における取り組み例）」として、事例や手順などが紹介された（雇児発 0330第９号 平成 23

年３月 30日 厚生労働省）。 
7 平成 15 年７月～28年３月までの調査では、心中以外の子ども虐待による死亡数 678人のうち 313人（46％)

が０歳児、さらにこのうち 124人が生後０日の嬰児である。「子ども虐待による死亡事例等の検証結果等に

ついて（第 13次報告）」（社会保障審議会児童部会児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会）。 

 （里親の自宅を会場とした里親サロンの様子） 



6 

 

 

待できるとしている。 

同県では、配置された２人の里親委託等推進員が里親制度の浸透とともに、予期しな

い妊娠などについて産婦人科病院、市町村保健センター及び学校などと早期発見・早期

対応のネットワークづくりを進めている。特に職務上、出産に携わる一方で不妊に関す

る相談を受けることもある助産師への情報提 

供に力を入れており、里親制度や新生児里親 

委託の仕組みなどの説明と合わせて、リーフ 

レットの配布を依頼している。リーフレット 

は不妊治療を行う産婦人科病院でも配布しや 

すいよう工夫しており、県助産師会のほか総 

合病院や医療センター、助産師養成機関など 

へ個別に説明・依頼をすることもあるという。 

また、特別養子縁組を前提とした新生児里親 

委託の説明では、単なる制度案内としてでは 

なく新生児遺棄などの防止に有効な制度であ 

ることを喚起し、周知している。 

 なお、愛知県（名古屋市を除く）においては、平成 24～28年度の５年間に新生児里親

委託による特別養子縁組が 62件成立している。 

４．課題と今後の展望 

  我が国における社会的養護の推進状況は表５のとおりである。家庭養護を推進して里親

等委託率の向上を実現するためには、登録里親数の増加とその稼働率の向上、そして里親

子の関係の不調による委託解除の防止に取り組むことが課題となる。社会的養護の理念を

国民の間に広く深く浸透させていくとともに、上記３のような里親支援の体制づくりや里

親委託推進のための地域ネットワークづくりを進めていく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、特別養子縁組を社会的養護の下にある子どもの権利と利益を護るための有力・有

効な選択肢として、国民への制度周知や児童相談所との連携の仕組みづくりを進めていく

 
（活用しているリーフレット（抜粋）） 

表５ 家庭・施設養護児童数と登録里親数などの年次推移 

 
（※里親等委託率は「①÷（①＋②）」で算出。「社会的養護の推進に向けて」厚生労働省子ども家庭局） 

（単位：％、人） 
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ことも重要な課題として挙げられる。 

今回の調査では、子どもの心理的な発達において、出生直後から特定の保護者としっか

り愛着関係を築き上げていくことの重要性を指摘する声が多く聞かれた。家庭養育優先の

原則に基づき、子どもたちにより多くの手が差し伸べられることを期待する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


